
三重県における名簿登載例
（積上げを行い、その後積上げ前の状態に戻す場合）

○経審と名簿掲載の流れ（審査基準日が11月30日の場合）

① ②
a)

③ ④
b)

⑤ ⑥
c)

H29.3月土木
一式及びとび
土で経審申請

H29.5月経審申
請結果（審査基
準日：H28.11.30)

H30.3月積上
経審申請
(元)：とび土
(先)：土木一式

H30.5月積上経
審申請結果（審
査基準日：
H29.11.30)

H31.3月土木
一式及びと
び土で経審
申請

H31.5月経審
申請結果（審
査基準日：
H30.11.30)

とび土の希望業
種削除
※業者申請必
要

【補足】
①当初土木一式及びとび土で経審受審
③とび土を土木一式に積み上げる経審を受審
④積上元業種の希望業種抹消。
⑤で土木一式及びとび土の経審申請。
⑥経審結果にて再度とび土も経審あり。

※⑥以降、とび土の希望業種を変更申請にて追加申請可能。なお、希望業種追加による名簿登載は5月、8月、11月、2月。

※⑥の点数を名簿に反映できるのはc時点の格付けとなる。

※⑥以降c以前（a,bの期間)でも希望業種追加申請は可能であるが、とび土は名簿上の点数は１点（格付け期間内の経審がないため）。

※⑥以降c以前（a,bの期間)でも希望業種追加申請は可能であるが、とび土は名簿上の点数は１点（格付け期間内の経審がないため）。

○H30年度格付け
名簿

（H30.6.1から
H31.5.31）

○H31年度格付け
名簿

（H31.6.1から
H32.5.31）

○H32年度格付け
名簿

（H32.6.1から
H33.5.31）

【積上げ前】
H30年度格付け名簿（H30.6.1からH31.5.31）に上記
②の結果にて掲載

【積上げ】
H31年度格付け名簿（H31.6.1からH32.5.31）に上記
④の結果にて掲載

【積上げ前に戻す】
H32年度格付け名簿（H32.6.1からH33.5.31）に
上記⑥の結果にて掲載

H30年度格付け期間

（審査基準日が

H28.10.1～H29.9.30の

間にある経審結果が

対象）  
経審結果の名

簿への反映 

H32年度格付け

期間（審査基準

日がH30.10.1～

H31.9.30の間に

ある経審結果が

対象）  

H31年度格付け期間

（審査基準日が

H29.10.1～H30.9.30

の間にある経審結果

が対象）  

積上げ前 

経審結果の名

簿への反映 
経審結果の名

簿への反映 

積上げ 積上げ前に戻す 




